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内部統制システムの整備に係る基本方針 

（２００６年５月１５日 制定） 
（２０１１年３月２５日 改定） 
（２０１２年３月２３日 改定） 
（２０１５年３月３１日 改定） 
（２０１９年３月２９日 改定） 
（２０２５年６月２０日 改定） 

１．基本的な考え方 

（１） 当社は、住友の事業精神、経営理念に基づき、当社および当社グループ会社から成る企業集
団が、サステナビリティの推進、すなわち、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献する
と共に、自らの持続的な成長を実現するため、「サステナビリティ推進基本原則」や「住友化
学企業行動憲章」等に則り、事業活動を行うものとする。 

（２） 当社は、業務の適正を確保するために必要な体制（以下、「内部統制システム」という）の整
備を組織が健全に維持されるための必要なプロセスであり、かつ、事業目的達成のために積
極的に活用すべきものであると認識し、以下の「内部統制システム」を構築するとともに、
経営環境の変化に応じてこれに修正を加えることにより、株主をはじめとするステークホル
ダーの利益に適う経営を行っていくこととする。また、かかる目的を確実に実践するため、
専門の委員会を設置する。 

 

２． 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１） 当社は、法令および定款に基づき、会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査
等委員会および会計監査人を設置する。また、取締役については、独立性のある複数名の社
外取締役を選任する。取締役の指名および取締役の報酬に関する透明性と公正性を高めるた
め、社外取締役が過半数を占める役員指名委員会と役員報酬委員会を設置する。 

（２） 当社の取締役は、法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守し、取締役が負うべき善良
な管理者としての注意を払う義務および忠実にその職務を行う義務を負う。取締役会は、取
締役が法令および定款を遵守しているか、また、「内部統制システム」に関する基本方針に
従い、適切に「内部統制システム」を構築し、それを運用しているかを監督する義務を負う。 

（３） 当社の取締役は、財務報告の信頼性を確保し、また会社情報を適正かつ適時に開示するため
に必要な体制を整備する。 

 

３．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、様々な媒体で取り扱う業務上の情報について、保存や廃棄、管理の方法、情報システ
ムの運用方法やセキュリティ確保等を規程に定め、当該規程に従って管理体制を整備し、情報
を適切に保存および管理する。 

 

４．当社および当社のグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制 

（１） 当社の取締役会は、当社および当社のグループ会社から成る企業集団の事業の方針、事業計
画、経理・財務、研究・開発等に関する重要事項について、目標を適切に定め、またそれら
の進捗を管理する。 

（２） 当社の取締役会は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締
役会が決定した特定の業務領域において業務を執行させる。 

（３） 当社の取締役は、ＩＴの活用を通して、当社および当社のグループ会社から成る企業集団の
経営に係る情報の迅速かつ適正な把握に努めるとともに、職務執行の効率化を図る。 

 

５．当社の使用人ならびに当社のグループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制 

（１） 当社は、「住友化学企業行動憲章」のもと、社会規範の遵守と倫理観の高揚に関する教育を
するなど、従業員の遵法意識の徹底、健全な企業風土の醸成に努める。 

（２） 当社は、コンプライアンスを統括する委員会を設置して、当社のコンプライアンスの状況を
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調査・監督し、必要なときは改善を勧告する。 

（３） 当社は、コンプライアンス違反やそのおそれがある場合の通報を受け付けるための内部通報
窓口を設置して、事態の迅速な把握と是正に努める。 

（４） 当社は、従業員が行う業務の適正、有効性を検証するため、内部監査部署を設置するととも
に、重要な損失の危険（以下、「リスク」という）のある業務、部署またはシステム等につ
いては、特別な管理または監査を行うための対策を講ずる。さらに、監査等委員会、会計監
査人、内部監査部署等の監査による指摘事項に対しては、被監査部署等において、一定期間
内に適切な改善策をとることとする。 

（５） 当社は、法令および定款に適合した企業活動を遂行するための最適な組織を設計・構築し、
各組織の役割・機能を明確にする。 

（６） 当社は、組織の目標を達成するために、従業員が果たすべき目標の設定を促し、その目標の
達成度をもとに従業員の評価および処遇をなすことを柱とした人事制度の公正な運用に努め
る。 

（７） 当社は、国内外の主要なグループ会社に対して、当社と同等のコンプライアンス体制を導入
し、適切に運用するよう求めるとともに、内部監査を実施することにより、グループ全体の
適切な内部統制の構築、維持、改善を図る。 

 

６．当社および当社のグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） 当社は、当社および当社のグループ会社から成る企業集団のリスクに関する意識の浸透、リ
スクの早期発見および顕在化の未然防止、緊急事態発生時の対応等を定めた規程を整備する。 

（２） 当社は、当社および当社のグループ会社から成る企業集団のリスクマネジメントを統括する
委員会を設置して、リスクマネジメントに関する全社方針を定め、リスクを評価し、リスク
マネジメントに関する計画の立案・実行の状況を調査・監督し、必要なときは改善を勧告す
る。 

（３） 当社は、全社をあげて取組むべき緊急事態が発生した場合には、本社対策本部を設置し、迅
速な事態の究明と解決に努める。 

 

７．当社および当社のグループ会社から成る企業集団の運営ならびに当社のグループ会社の取締役
等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

（１） 当社は、当社および当社のグループ会社から成る企業集団の運営に関する規程を整備し、当
該規程の下で国内外のグループ会社に対して事業の方針、事業計画、その他事業上の重要事
項の報告を求めるとともに、グループ会社との間で経営戦略に関する相互認識を深め、共有
化に努める。 

（２） 当社は､当社の監査等委員会が主要なグループ会社の監査役その他の監査担当者との情報交
換に努め、相互に連携して、企業集団の監査の実効性を確保できる体制の整備に努める。 

 

８．当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

当社は、社内規程に基づき、当社の監査等委員会の指揮を受けその職務を補佐する専任の従
業員を置く。当該従業員の人事については、当社の監査等委員会の承認を得た上で行う。 

（２）監査等委員会への報告に関する事項 

①当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および従業員は、当社および当社のグルー
プ会社の重要事項に関する会議に当社の監査等委員会が選定した監査等委員が参加できる体
制を整備するほか、法令に基づく事項に加え、当社および当社のグループ会社に関して当社
の監査等委員会が求める事項について、適宜、当社の監査等委員会へ報告を行う。 

②当社の内部監査部署は、実施する内部監査の方針・計画について、当社の監査等委員会の承認
を得る。また、内部監査実施の経過およびその結果について、当社の監査等委員会へ報告を
行う｡当社のコンプライアンスを統括する委員会は、当社および当社のグループ会社の内部通
報ならびにコンプライアンス違反またはそのおそれに関する事案について、当社の監査等委
員会へ報告を行う。 
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③当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および従業員ならびに当社のグルー
プ会社の取締役、監査役、従業員が当社の監査等委員会への報告を理由として不利な取扱い
を受けないことを確保できる体制を整備する。 

（３）監査等委員の職務の執行について生じる費用（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る）に関する事項 

当社の監査等委員の職務の執行について生じる費用は、当該監査等委員の職務の執行に必要
なものを確保できる体制を整備する。 

（４）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 当社の代表取締役等の経営幹部は、当社の監査等委員会と定期的に会合をもち､会社が対処す
べき課題､会社を取り巻くリスク、監査等委員会監査の環境整備の状況等について意見を交換
し、相互認識を深める｡ 

② 監査等委員会の監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社の監査等委員会が当社の内
部監査部署およびコンプライアンス委員会に対して調査・報告等の指示ができる体制を整備
する。 

 
９．反社会的勢力排除のための体制 

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係も含めた一切の関係
を持たないこととし、これら反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携し、毅然とした態
度で対応する。 
 

以 上 


